
◆
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

の
一
部
改
正

Q　
各
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
が
配
食
す
る
学

校
は
。

A　
▼
入
間
川
…
入
間
川
小
、
入
間
川
東
小
、

富
士
見
小
、
御
狩
場
小
、
水
富
小
、
笹
井
小
、

東
中
、
中
央
中
、
入
間
川
中　

▼
堀
兼
…
入

間
小
、
南
小
、
山
王
小
、
入
間
野
小
、
堀
兼

小
、
狭
山
台
南
小
、
狭
山
台
北
小
、
入
間
中
、

山
王
中
、
入
間
野
中
、
堀
兼
中
、
狭
山
台
中

▼
柏
原
…
新
狭
山
小
、
奥
富
小
、
柏
原
小
、

広
瀬
小
、
西
中
、
柏
原
中

◆
所
管
事
務
調
査

　
「
急
患
セ
ン
タ
ー
の
夜
間
診
療
実
施
状
況

等
に
つ
い
て
」現
地
視
察
の
後
、担
当
課
に
夜

間
診
療
体
制
お
よ
び
実
施
後
２
カ
月
を
経
過

し
た
受
診
状
況
な
ど
の
説
明
を
求
め
、所
管

事
務
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

◆
建
築
基
準
法
関
係
事
務
手
数
料
条
例
の
一

部
改
正

Q　
一
戸
建
住
宅
の
認
定
申
請
手
数
料
の
う

ち
、長
期
使
用
構
造
等
適
合
計
画
で
あ
る
場

合
の
事
務
内
容
は
。

A　
事
前
に
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
で
審

査
が
行
わ
れ
、適
合
書
が
添
付
さ
れ
た
申
請

の
認
定
事
務
で
あ
る
。

Q　
一
戸
建
て
以
外
の
住
宅
の
手
数
料
が
細

か
く
分
か
れ
て
い
る
理
由
は
。

A　
共
同
住
宅
を
想
定
し
て
お
り
、建
築
さ

れ
た
戸
数
分
の
認
定
書
を
交
付
す
る
こ
と
に

な
る
た
め
、床
面
積
が
増
え
れ
ば
建
築
さ
れ

る
戸
数
も
増
え
る
た
め
、金
額
が
増
え
る
こ

と
に
な
る
。

◆
所
管
事
務
調
査

・
鵜
ノ
木
雨
水
幹
線
築
造
工
事
の
工
事
概
要

に
つ
い
て

・
環
境
部
の
所
管
事
務
に
つ
い
て

◆
税
条
例
等
の
一
部
改
正

Q　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
所
得
税
か
ら
控
除

し
き
れ
な
い
分
を
市
民
税
か
ら
控
除
す
る
住

宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
を
受
け
る
た
め

の
手
続
き
と
市
民
へ
の
周
知
は
。

A　
所
得
税
の
確
定
申
告
等
を
す
れ
ば
、自

動
的
に
市
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
る
。周
知
は

広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て
い

く
。

Q　
認
定
長
期
優
良
住
宅
に
係
る
固
定
資
産

税
の
減
額
措
置
の
改
正
内
容
と
住
宅
要
件
の

内
容
は
。

A　
減
額
措
置
の
適
用
期
間
が
一
般
住
宅
よ

り
２
年
間
延
長
と
な
る
。住
宅
要
件
は
、長
期

に
わ
た
り
良
好
な
状
態
で
使
用
す
る
た
め
、

耐
震
性
な
ど
を
備
え
た
住
宅
で
、維
持
保
全

計
画
な
ど
を
作
成
し
、市
の
建
築
審
査
で
認

定
を
受
け
、資
産
税
課
に
申
告
す
る
こ
と
で

減
額
の
対
象
と
な
る
。

請　
　

願

　
「
所
得
税
法
第
56
条
の
廃
止
を
求
め
る
意

見
書
」提
出
に
関
す
る
請
願

　

請
願
の
趣
旨
に
は
賛
成
だ
が
、意
見
書
の

提
出
に
は
制
度
上
の
問
題
を
整
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。今
後
議
論
を
深
め
て
い
く
べ

き
で
あ
る
。な
ど
の
意
見
が
あ
り
、委
員
総
員

で
趣
旨
採
択
と
決
定
し
ま
し
た
。

◆
狭
山
市
駅
西
口
駐
車
場
条
例

　

公
共
駐
車
場
と
し
て
の
あ
り
方
や
管
理
運

営
に
つ
い
て
、引
き
続
き
審
査
が
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

◆
自
転
車
駐
車
場
条
例

　

公
共
自
転
車
駐
車
場
と
し
て
、料
金
設
定

な
ど
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
、引
き
続
き
審

査
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
継
続
審
査
と
な

り
ま
し
た
。

◆
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー
条
例

Q　
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー
が
行
う
事
業
は
。

A　
セ
ン
タ
ー
内
に
設
置
す
る
産
業
観
光
情

報
サ
テ
ラ
イ
ト
を
活
用
し
、市
内
の
産
業
、観

光
、物
産
を
広
く
発
信
し
て
い
く
。ま
た
、企

業
支
援
事
業
と
労
働
者
福
祉
事
業
を
１
箇
所

に
集
積
し
、連
携
を
図
っ
て
い
く
。

Q　
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー
の
利
用
対
象
者
は
。

A　
企
業
の
支
援
、就
労
支
援
を
行
う
施
設

の
た
め
、市
内
事
業
者
、産
業
団
体
、観
光
団

体
、労
働
団
体
な
ど
は
、６
カ
月
前
か
ら
利
用

申
込
み
が
で
き
る
。

　

ま
た
、こ
れ
ら
の
団
体
以
外
の
文
化
団
体

や
サ
ー
ク
ル
団
体
も
２
カ
月
前
か
ら
の
申
込

み
が
で
き
る
。

急患センターを視察

文
教
厚
生
委
員
会

２
学
期
か
ら

新
給
食
セ
ン
タ
ー
が
稼
働

建
設
環
境
委
員
会鵜ノ木雨水幹線を視察

西
口
公
益
施
設
の
条
例
案
を
審
査

長
期
優
良
住
宅
の

普
及
の
促
進

総
務
経
済
委
員
会
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◆
環
境
政
策
・
市
民
協
働
・

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
・
補
助
金

集
団
資
源
回
収
の
補
助
金
に
つ
い
て

　

単
価
の
値
下
げ
の
理
由
と
そ
の
金
額
の
根

拠
は
。ま
た
、単
価
値
下
げ
は
ど
の
よ
う
な
経

緯
と
協
議
に
基
づ
き
改
定
さ
れ
た
の
か
。そ

し
て
値
下
げ
に
よ
る
影
響
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
。

　
　
　
　
　

行
財
政
集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
一

環
で
見
直
し
、近
隣
市
な
ど
の
状
況
を
踏
ま

え
５
円
に
決
定
し
た
。１
団
体
平
均
２
割
の

減
額
と
考
え
て
い
る
。

集
団
資
源
回
収
の
政
策
的
な
意
義

①
ご
み
処
理
経
費
の
削
減
と
集
団
資
源
回
収

と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

②
市
民
協
働
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
事
業

で
あ
る
と
思
う
が
、市
長
の
見
解
は
。

③
部
や
組
織
を
越
え
た
考
え
方
の
も
と
に
取

り
組
む
事
業
と
思
う
が
、市
長
の
見
解
は
。

　
　
　
　
　

①
地
域
的
広
が
り
と
定
着
状
況

を
見
て
、市
の
責
任
も
踏
ま
え
回
収
の
あ
り

方
を
研
究
し
て
い
く
。

　
　
　

②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
輪
が
広
が
り
、

地
域
の
活
性
化
に
も
な
り
、市
民
と
行
政
の

連
携
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。③
先
進
市
の

事
例
や
社
会
経
済
動
向
な
ど
を
把
握
し
な
が

ら
、調
査
研
究
し
て
い
く
。

集
団
資
源
回
収
の
奨
励
に
つ
い
て

　

回
数
別
、重
量
別
で
単
価
を
工
夫
す
る
方

法
も
奨
励
策
に
な
る
と
思
う
が
。

　
　
　
　
　

先
進
市
の
事
例
を
調
査
研
究
し

て
い
く
。

資
源
物
の
横
取
り
に
つ
い
て

　

市
民
か
ら
の
通
報
に
基
づ
く
具
体
的
な
行

動
と
対
応
策
は
。ま
た
、常
習
犯
や
悪
質
な
者

に
対
す
る
対
応
は
。

　
　
　
　
　

情
報
は
、パ
ト
ロ
ー
ル
や
取
り

締
ま
り
の
資
料
と
し
、警
察
に
も
提
供
し
て

い
る
。常
習
犯
に
は
、指
導
や
警
告
の
ほ
か
、

警
察
に
巡
回
取
り
締
ま
り
を
依
頼
し
て
い
る
。

◆
環
境
・
温
暖
化
防
止
対
策
・
防
災

省
エ
ネ
と
Ｃ
Ｏ
２
の
削
減
に
つ
い
て

①
エ
ス
コ
事
業
の
計
画
的
な
導
入
に
向
け
た

取
り
組
み
状
況
と
課
題
は
。

②
公
共
施
設
内
の
照
明
・
道
路
照
明
灯
・
防
犯

灯
へ
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
の
利
用
は
。

③
災
害
時
に
有
効
で
あ
る
太
陽
光
発
電
式
の

Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
の
設
置
は
。

　
　
　
　
　

①
大
規
模
な
施
設
改
修
に
あ
わ

せ
、導
入
の
可
能
性
を
検
討
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　

②
価
格
が
高
価
な
た
め
、市
の

施
設
の
照
明
に
使
用
で
き
る
よ
う
研
究
し
て

い
る
。

　
　
　
　
　

③
避
難
場
所
の
施
設
管
理
者
と

調
整
し
検
討
し
て
い
く
。

　

年
に
４
回
開
催
さ
れ
る
市
議
会
の
定
例

会
で
は
、本
会
議
で
議
員
が
市
政
全
般
に

つ
い
て
市
長
な
ど
に
施
策
の
説
明
を
求
め

た
り
、将
来
の
方
針
な
ど
に
つ
い
て
質
問

す
る「
一
般
質
問
」が
行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
一
般
質
問
は
、議
員
の

個
々
の
質
問
に
複
数
の
答
弁
者
が
順
次
答

え
る「
一
括
質
問
・
一
括
答
弁
」の
方
式
で
、

議
員
一
人
が
３
回
ま
で
の
質
問
を
行
い
、

質
問
と
答
弁
を
合
わ
せ
た
時
間
が
60
分
を

目
安
に
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
一
般
質
問
の
論
点
を
明
確
に
し
、

内
容
を
よ
り
分
か
り
や
す
く
お
伝
え
す
る

た
め
、６
月
開
催
の
第
２
回
定
例
会
か
ら

「
一
問
一
答
制
」を
導
入
し
ま
し
た
。

　

一
問
一
答
制
は
、質
問
す
る
議
員
と
答

弁
者
の
間
で
、一
つ
ず
つ
質
問
と
答
弁
す

る
も
の
で
す
。１
回
目
の
質
問
は
こ
れ
ま

で
と
同
様
に
、一
括
質
問･

一
括
答
弁
で
す

が
、２
回
目
以
降
は
一
問
一
答
制
で
、質
問

の
回
数
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、議
員
一
人
の
質
問
の
持
ち

時
間
は
35
分
で
、こ
の
時
間
を
超
え

て
質
問
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
質
問
時
間
に
つ
い
て
は
、残

り
時
間
を
表
示
す
る
時
計
を
議
場
内

に
設
置
し
、一
目
で
分
か
る
よ
う
に

し
て
あ
り
ま
す
。

　

傍
聴
は
ど
な
た
で
も
で
き
ま
す
の

で
、皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
、一
般
質
問
の
分

か
り
や
す
い
や
り
と
り
を
傍
聴
し
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

資
源
回
収
は

地
域
や
団
体
の
原
動
力
！

栗　

原　
　

武　
　

議
員

（
未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム
）

環
境
部
長

議
員
の
質
問
と
市
の
答
弁
を
分
か
り
や
す
く

一
般
質
問
に
「
一
問
一
答
制
」
を
導
入

　

こ
こ
か
ら
は
、
今
期
定
例
会

で
行
わ
れ
た
一
般
質
問
の
要
旨

を
通
告
順
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

環
境
部
長

市
長

環
境
部
長

環
境
部
長

環
境
部
長

総
務
部
長

市
民
部
長

　議場内の時計で質問の残り時間を表示します
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